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９月定例教育委員会会議  議事録 

 

令和３年９月２７日 

午後３時３０分開会 

さんくす３番館４階大会議室 

                  

 

出 席 委 員                 

      西 川 俊 孝 教 育 長    谷口学教育長職務代理者 

      安 達 友 基 子 委 員    福 田 知 弘 委 員 

            和 田 光 代 委 員    飴 野 仁 子 委 員 

 

     出 席 説 明 員 

山 下 栄 治 学 校 教 育 部 長    木 戸 誠 地 域 教 育 部 長 

大 江 慶 博 教 育 監    堀哲郎学校教育部次長教育総務室長兼務  

木谷美香学校教育部次長学校教育室長兼務    道場久明地域教育部次長放課後子ども育成室長兼務 

植 村 誠 教 育 政 策 室 長    野 口 晃 正 保 健 給 食 室 長 

草場敦子教育センター所長    大 川 雅 博 青 少 年 室 長 

田中満明教育総務室参事    市 川 泉 教 育 政 策 室 参 事 

薬師川晃学校教育室参事    荒木大輔学校教育室参事・指導主事 

佐藤忍学校教育室参事・指導主事    金 崎 栄 一 教 職 員 課 長 

林 野 優 子 中 央 図 書 館 長    小 川 壽 幸 青 少 年 室 参 事 

国本光弘放課後子ども育成室参事    岡本公助放課後子ども育成室参事 

大江健規教職員課長代理・指導主事    福井将人教育センター所長代理・指導主事 

前 田 隆 男 青 少 年 室 主 幹 

 

 

 記 録 者   

      太田美紀教育政策室主幹  
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９月定例教育委員会会議  議事録 

 

 

午後３時３０分   開 会 

西川俊孝教育長 

 

 

 

植村誠教育政策室長 

 

西川俊孝教育長 

 

全委員 

西川俊孝教育長 

ただ今から９月定例教育委員会会議を開催いたします。 

署名委員に福田委員を指名いたします。 

記録者に太田教育政策室主幹を指名いたします。 

本日の傍聴席の数について事務局から説明してください。 

本日の傍聴席の設置可能数は５席でございます。現在の傍聴希望者数は２

名でございます。 

それでは、本日の傍聴は５名まで許可したいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

異議なし。 

異議なしと認め、本日の傍聴は５名まで許可します。傍聴者の入室を許可

します。 

－ 傍聴者入場 － 

植村誠教育政策室長 

 

西川俊孝教育長 

 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

 

西川俊孝教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

 

西川俊孝教育長 

 

恐れ入りますが、追加議案を提出させていただきたいと存じますので、よ

ろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。 

ただ今、追加議案の提出の申し入れがされましたが、議題とすることに御

異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。 

それでは、議事日程を配布してください。 

― 議事日程配布 ― 

本日の、日程第８、議案第５２号「吹田市いじめに係る重大事態調査委員

会委員の委嘱について」は、公開することにより公正な調査を妨げる恐れの

ある事項について審議するものであるため、また、日程第９、報告第２６号

「教職員人事内申について」及び追加日程第２、議案第５３号「吹田市教育

委員会事務局職員の人事発令について」は、人事案件ですので、吹田市教育

委員会会議規則第５条第１項の規定により、秘密会とし、議事運営を効率的

に行うため、追加日程第１につきまして、日程第８及び日程第９の案件に先

んじて行う議事順序の変更を行いたいと思いますが、御異議ございませんで

しょうか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第５２号、報告第２６号及び議案第５３号を秘密会

とすること、並びに、追加日程第１につきまして、日程第８及び日程第９の

案件に先んじて行う議事順序の変更を決定いたします。 

それでは、傍聴の方に議案書を配布してください。 

― 議案書配布 ― 

西川俊孝教育長 それでは、日程第１ 報告第２４号「吹田市教育委員会事務局職員の人事
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田中満明教育総務室参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

発令について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第１ 報告第２４号「吹田市教育委員会事務局職員の人事発令につい

て」御説明申し上げます。 

本件は、令和３年８月２６日付けの人事発令につきまして、吹田市教育委

員会の権限に属する事務の教育長に対する委任等に関する規則第４条第２項

の規定に基づき臨時に代理させていただきましたので、御報告を申し上げる

ものでございます。 

恐れ入りますが、議案書の３ページをお願いいたします。 

８月２６日付け人事発令につきましては、市長事務部局兼任となった者が

２名でございます。 

以上、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

それでは、この件を承認することに御異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、報告第２４号「吹田市教育委員会事務局職員の人事発令

について」を承認します。 

西川俊孝教育長 

 

 

田中満明教育総務室参事 

 

 

 

次に、日程第２ 報告第２５号「令和３年９月吹田市議会定例会提案の令

和３年度補正予算案について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第２ 報告第２５号「令和３年９月吹田市議会定例会提案の令和３年

度補正予算案について」御説明申し上げます。 

本件は、教育事務に関し市長の作成する議会の議案に対して、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市長から意見を求められ

たものでございますが、令和３年度吹田市一般会計補正予算として、令和３

年９月定例会に議案として提出する必要がありましたので、令和３年８月２

５日付けで臨時に代理したものでございます。 

恐れ入りますが、９ページをお願いいたします。上から順に申し上げます。 

まず、教育総務費でございますが、補正額１億６，４７８万１，０００円

の主な内容につきましては、修学旅行等を延期又は中止した場合のキャンセ

ル料や、３密対策のためのバスの増便であったり、宿泊部屋数の増などに要

する経費等を補助するものでございます。 

続きまして、小学校費４，９３６万８，０００円、次の中学校費２，０９

４万４，０００円、次のページの上段、幼稚園費５，２６４万円のこれらそ

れぞれの補正額につきましては、それぞれ手洗いの自動水栓化に伴う経費で

ございます。 

続きまして、社会教育費でございますが、補正額１億７，５３３万３，０

００円の主な内容につきましては、次に申し上げる４点でございます。 

１、感染防止物品購入等経費。２、電子図書サービスにおける電子書籍の

購入に係る経費。３、図書館利用手続きにおけるウェブ申し込みシステムに

係る経費。４、吹三地区公民館現地建替えに係る用地測量業務委託料に係る
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経費。以上４点でございます。 

１１ページをお願いいたします。 

続きまして、保健体育費の補正額５億５，３４６万２，０００円でござい

ますが、１つ目は学校保健体育費におきまして、感染予防物品購入経費とし

まして２４４万２，０００円を補正するものでございます。  

次に、学校給食費につきましては、市立小学校の給食費を無償化にするも

のと、市立中学校の給食費につきましては半額に減額するものなどに伴う経

費としまして５億５，１０２万円を補正するものでございます。  

期間につきましては、それぞれ令和３年１０月から令和４年３月の間、実

施するものでございます。 

次の１３ページにつきましては債務負担行為補正でございまして、吹三地

区公民館及び吹三地区高齢者いこいの間新築工事等設計業務及び千里第一小

学校給食調理室空調設備改修工事に係るものでございます。その期間及び限

度額につきましては記載のとおりでございます。 

以上簡単ではございますが、御報告申し上げます。 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

それでは、この件を承認することに御異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、報告第２５号「令和３年９月吹田市議会定例会提案の令

和３年度補正予算案について」を承認します。 

西川俊孝教育長 

 

 

前田隆男青少年室主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、日程第３ 議案第４８号「吹田市立自然の家指定管理者候補者選定

委員会委員の委嘱について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第３ 議案第４８号「吹田市立自然の家指定管理者候補者選定委員会

委員の委嘱について」御説明申し上げます。 

議案書の２７ページを御覧ください。 

吹田市立自然の家指定管理者候補者選定委員会は、吹田市立自然の家条例

第１２条に規定された、教育委員会の附属機関で、自然の家の管理運営業務

を行う指定管理者候補者の選定及び指定管理者の評価について審議、答申す

ることを目的としています。 

本市の指定管理者制度についての運用指針及び吹田市指定管理者制度導入

施設に係るモニタリング・評価実施方針では、指定管理者制度を導入してい

る全施設について、指定期間の２年目と４年目に第三者モニタリング・評価

を実施することを定めており、滋賀県高島市にございます自然の家は、今年

度が２年目に当たりますことから、第三者モニタリング・評価を実施するた

め、５名の委員の委嘱をしようとするものでございます。 

恐れ入りますが、２９ページの被委嘱者名簿をお願いいたします。 

まず１番目の桑名惠子様は、元千里金蘭大学教授で学識経験者として委嘱

しようとするものでございます。 

川上光男様は、現在、吹田市社会教育委員をされており、社会教育に関し

専門的知識若しくは経験を有する方として委嘱しようとするものでございま
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西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

す。 

本田正勝様は、元吹田市立山田第五小学校校長で、学校教育に関し専門的

知識又は経験を有する方として、委嘱しようとするものでございます。 

土居功一様は、高島市教育委員会教育総務部社会教育課地域教育連携室長

で、自然の家がございます地元、高島市における自然体験学習その他教育に

関し専門的な知識若しくは経験を有する方として委嘱しようとするもので、

高島市教育委員会教育長様から御推薦をいただきました。 

最後に、近藤佑大様は、税理士で、会計に関し専門的知識または経験を有

する方として委嘱しようとするもので、近畿税理士会吹田支部長様から御推

薦をいただきました。 

任期につきましては、令和３年（２０２１年）９月２８日から当該諮問に

対する答申の時まででございます。 

以上、簡単な説明ではございますが、御審議賜り、原案どおり御承認いた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

それでは、この件を承認することに御異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４８号「吹田市立自然の家指定管理者候補者選定

委員会委員の委嘱について」を承認します。 

西川俊孝教育長 

 

 

 

植村誠教育政策室長 

次に、日程第４ 議案第４９号「令和２年度（２０２０年度）実施事業 教

育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書の作成について」を

議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第４ 議案第４９号「令和２年度（２０２０年度）実施事業 教育委

員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書の作成について」御説明

申し上げます。 

議案書の３３ページ、点検・評価報告書（案）を御覧ください。 

本報告書案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項

に基づき、令和２年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について、教育委員会自らが点検・評価を行い、結果をまとめたものでご

ざいます。 

報告書案の概要でございますが、令和２年３月に策定いたしました、第２

期教育振興基本計画「吹田市教育ビジョン」の体系に沿って、７つの基本方

向と３つの重点課題ごとに、指標での評価とともに取組状況と今後の方向性

をまとめました。 

それでは、全体の構成を御説明いたします。 

議案書の３５ページを御覧ください。「報告書の位置づけ」、「報告書作

成にあたって」といたしまして、本報告書の概要をお示ししております。 

裏面３６ページは第２期計画の体系図でございます。太枠部分の７つの基

本方向及び３つの重点課題が、今回、点検・評価を実施した単位となってお

ります。 
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３７ページから４４ページにわたり、第２期計画の重点課題について、そ

れぞれ指標による評価、取組状況、今後の方向性の項目でまとめております。 

同様に４５ページから６５ページにわたり、第２期計画の基本方向につい

て、指標による評価、取組状況、今後の方向性をとりまとめております。 

各重点課題・基本方向で、それぞれ用いている指標が、「全国学力・学習

状況調査」、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を用いたもの

につきましては、令和２年度は調査が不実施であったため、指標による評価

が行えませんでした。 

次に、６７ページから７２ページを御覧ください。 

こちらは、今回新たに追加したページになりますが、新型コロナウイルス

感染症への対応を学校教育、地域教育、幼稚園・認定こども園の区分で記載

しております。 

次に、７３ページから７５ページを御覧ください。 

こちらは、教育委員会の活動状況を記載いたしております。 

次に、７７ページから８４ページを御覧ください。 

本報告書案につきましては、学識経験者から意見聴取を行っており、いた

だいた御意見をここにまとめております。 

最後に、８５ページ以降につきましては、巻末の参考資料でございます。 

以上が報告書案の概要でございます。 

本報告書につきましては、本日、御承認をいただきましたら、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に基づき、議会に提出すると

ともに、市ホームページにて公開を行います。 

よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

西川俊孝教育長 

谷口学教育長職務代理者 

 

 

 

 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、この件について、何か御意見はございませんか。 

中核市になって、教職員の育成は非常に大切になってくると思います。法

定研修等に関しては決まっていると思うのですけれども、４２ページには、

吹田市独自の法定研修以外の研修も書いてあり、その特徴・特色は、今後の

吹田における教育方針の特徴になると思います。そうした観点で研修につい

て説明してください。 

令和２年度が中核市元年度にあたり、職員研修をトータルコーディネート

し、吹田市で独自にできるようになりました。 

研修は基本研修と専門研修に大きく分かれており、基本研修の中には法定

研修もありまして、そこで独自のものとなりますと、コアスタッフ研修とい

うミドルリーダーを育てる連続講座を設けております。専門研修の中では、

日本全国で活躍されている講師による師範授業や講演をとおして学ぶスーパ

ーティーチャー授業やマイスタートーク研修等を計画しております。 

あとは、ＧＩＧＡスクール構想の実現に関連して、情報教育では、教育と

教育工学の両面から講師の先生を招いた研修を実施しており、それを実現す

るための土台となるデジタル・シティズンシップ教育についても吹田独自で

研修を行っております。 

全ての教職員研修の根幹には、人権教育、多様性教育を位置付けていると
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谷口学教育長職務代理者 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

谷口学教育長職務代理者 

 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

飴野仁子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川泉教育政策室参事 

 

 

 

 

いうことも、大きな特色でございます。 

先ほどＧＩＧＡスクール構想の話が出たのですけども、今年度、感染症対

策としてオンライン学習が初めて実施されたと思いますが、ＧＩＧＡスクー

ル構想に関しては研修されてきたことの成果等があったと実感されること

や、逆に苦労もあったと思うのですけど、そういったところがあれば説明し

てください。 

成果が見えてくるものがあれば。 

昨年度、端末の全校配備を目前に、１０月頃より研究会を発足させました。

また、ネットワークの整備、端末の配備が終わった後の、活用のフェーズを

目標にして、利活用をどのようにしていったらいいかということで、動画な

ど、基礎編から学べるように、研修を行ってきました。 

今年度、ＧＩＧＡ元年を迎えたのですけれども、基礎的な情報活用能力の

方は、何とかベースに乗ったのではないかと思っております。 

あとは利活用のところが少しまだ格差がありまして、そこに応じた研修等

も準備していますので、これからしっかりやっていきたいと思っております。 

教職員の力量など、どうしてもうまくいかなかったなどで、教育センター

から指導に行かれたとかのケースはあったのですか。 

各学校において、やはりオンラインでつなぐというところで、なかなか難

しいところがあり、直接指導主事を派遣して滞りなくオンライン学習ができ

るように支援したり、校内研修の要望に応じて指導主事を派遣したりして、

ベースをなんとか整えるということをしてまいりました。 

８３ページの学識経験者の方からの御意見の最後の部分になるのですけれ

ども、今回この点検・評価報告書を作るに当たりまして、教育委員会の活動

もいろいろ工夫をされながら集めてきて、報告書自体も工夫をしながら作ら

れてきたと思います。その中でこの５番目の教育委員会の活動状況の御指摘

の中で、客観的に伝えようとか、わかりやすく伝えようとしたことが、かえ

ってその活動が事実関係のみ簡潔に示されていることになっていないか、

我々が、非常にこの間も苦労しながら、一生懸命工夫しながらしてきたこと

は伺い知ることができるけれども、なかなか保護者や市民から見て遠い存在

になりがちだという御指摘があります。 

ここにちょっとギャップがあるということを、どのように今後生かしてい

ったらいいのか、伝えようとしていることが伝わっていることもあるのだけ

れども、伝わりにくく、伝わっていないというような御指摘だと受けとめて

おります。 

この辺りを、今後どのように反映させるよう考えているのかを説明してく

ださい。 

学識経験者からは、毎年、市の報告書が市民の皆さんによりわかりやすい

ものになるようにということで、熱心に御意見をいただいているところです。 

今回は、コロナウイルスの影響もありまして、例年ですと学識経験者から

事務局職員にヒアリングを行っていただいて、教育委員会がやってきたこと、

それの根底に基づく考え方などを説明させていただいて、教育委員会、学識
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飴野仁子委員 

 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

経験者、双方の理解、話し合いの中で、理解を進めたうえで御意見をいただ

き、報告書を作成していくという過程があったのですけども、今年度と昨年

度につきましては、それが叶わなかったということで、出来上った報告書の

素案について、御意見をいただいているという形で、この報告書が出来上が

っているという経過がございます。 

一方で、市民の皆様は報告書だけを読むわけですので、その文言がわかり

にくいのではないかという指摘については、それは真摯に受け止めていかな

ければならないと思っています。 

今年度いただいた御意見につきましては、残念ながらそれを即反映させる

ことができませんので、来年度以降の反映ということになるのですけれども、

そこについては、本当に熱心に御意見をいただいておりますので、事務局内、

また教育委員会全体で協議を行って、より良いものになるように努めてまい

りたいと思います。 

教育委員会が活動しているということが伝わっているところもあると思い

ますが、上手くコミュニケーションし、活動が伝わることによって、逆にも

っと身近に感じてもらえることにも繋がると思います。 

あと、もし伝え方に足りない部分があるのであったら、そこは工夫をする、

それから御指摘などを取り入れうまく進めるという、その両方で進めていけ

たら良いと、このように御意見を受けとめた次第です。 

他に御意見はございませんか。 

それでは、この件を承認することに御異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第４９号「令和２年度（２０２０年度）実施事業 教

育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書の作成について」を

承認します。 

西川俊孝教育長 

 

 

植村誠教育政策室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、日程第５ 議案第５０号「吹田市教育委員会会議規則の一部を改正

する規則の制定について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第５ 議案第５０号「吹田市教育委員会会議規則の一部を改正する規

則の制定について」御説明申し上げます。 

議案書の８９ページを御覧ください。 

この規則制定の趣旨でございますが、教育委員会会議の運営に関し変更を

行うもので、内容といたしましては、委員が教育委員会会議の招集場所に参

集することが困難な場合、あらかじめ教育長の許可を得たうえで、オンライ

ン会議システム等を活用することにより会議に出席することが可能となるよ

う、規則を改正しようとするものでございます。 

委員が会議の招集場所に参集することが困難な場合として考えられますの

は、地震などの非常災害時や新型コロナウイルスなどの感染症対策として、

また、通常時においても委員が遠隔地におられる場合等がございます。 

議案書９３ページ及び９４ページの吹田市教育委員会会議規則現行・改正

案対照表の右手、改正案を御覧ください。 
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西川俊孝教育長 

福田知弘委員 

 

 

 

市川泉教育政策室参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田知弘委員 

 

 

 

 

 

市川泉教育政策室参事 

 

飴野仁子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

第４条第２項におきまして、あらかじめ、教育長の許可を受けたうえで、

オンラインにより会議に出席することができる旨を規定しております。 

その他、所要の規定整備を行うものでございます。 

次に、議案書９１ページを御覧ください。 

附則でございますが、施行年月日は公布の日としております。 

以上簡単な説明ではありますが、御審議いただき、御承認賜りますよう、

お願い申し上げます。 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

この内容については反対は全くないのですけども、これが制定されたら、

オンライン会議をするということは事実上は可能なのでしょうか。 

それとも他の規則があって、そちらも検討しないといけない、そういう状

況があるのでしょうか。 

教育委員会会議で扱う議案につきましては、通常このように公開の場で審

議するものと、内容によりましては秘密会とするものがあります。公開する

ことによって議案の審議に問題が出てくることであるとか、個人情報や人事

に関する案件は秘密会という取扱いにしていただいております。 

その秘密会につきましては、今の市の運用ルール上は、オンライン会議に

は適さないものとして、オンライン会議では行わないこととなっております

ので、秘密会となることが想定される案件につきましては、現状ではなるべ

く教育委員会会議にオンラインの出席者がいらっしゃる日には秘密会は行わ

ずに、別途日程調整を行うなどして対応していこうと考えているところでご

ざいます。 

運用上工夫していく必要もあると思うのですけど、緊急性が高いものなど

も出てくると思うので、そういう時に技術的によくわからないからやめると

かということだけではなくて、どの辺の問題があるから秘密会は運用ルール

上避けておくべきという、ちょっと突き詰めたところまで確認ができると、

実際はできるということもあるかと思いますので、できれば調べていただき

たいと思います。 

市の担当部局と調整させていただいて、できるような方向を見出すように

していきたいと思います。 

今のことと重ねてというか、他の公の機関、国の省庁などでも審議会のレ

ベルではオンライン会議というのは、通常、最近のこのようなコロナ禍の中

で行われています。 

どうしても東京へ行けないような全国の委員もおりますので、そういった

いろいろな公の委員会のやり方などを参考にしつつ、それと技術的に今、逆

にメールなどにファイル添付で送るよりも、セキュリティ的に安全なやり方

もあるのですけども、そういうやり方ができるからやりますでは意味がなく

て、それは、きちんとオンライン上における吹田市としての考え方がいりま

すけど、検討していくという方向で持っていかれたら、何かの時のために今

後準備されておくというのもいいのではないかと思います。 

意見ということでよろしいですか。 
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飴野仁子委員 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

はい。 

他にございませんか。 

それでは、この件を承認することに御異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第５０号「吹田市教育委員会会議規則の一部を改正

する規則の制定について」を承認します。 

西川俊孝教育長 

 

 

草場敦子教育センター所長 

次に、日程第６ 議案第５１号「令和３年度全国学力・学習状況調査 調

査結果の概要について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

日程第６ 議案第５１号「令和３年度全国学力・学習状況調査 調査結果の

概要について」御説明申し上げます。 

今年度５月に実施いたしました全国学力・学習状況調査について、各校で

この２学期以降の教育活動に反映させることをねらいとし、データの分析を

進めてまいりました。 

お示ししております結果概要は、本調査の目的を達成するため、本市教育

委員会による教育施策の改善、学校が自らの教育活動及び各児童・生徒の全

般的な学習状況の改善等に繋げるという視点、及び生活習慣や学習環境等に

関する調査についても重視し、教科結果との関わりを分析するという基本方

向に従って作成いたしました。 

議案書９９ページ「はじめに」におきましては、総合的人間力の育成の視

点に加え、学習指導要領で求められる力を挙げ、今後の取組の方向性を示し

ております。 

では、概要の作成に係る分析方法及び分析結果について御説明させていた

だきます。 

議案書１００ページ、１０１ページを御覧ください｡ 

１００ページは、学力・学習状況調査の全体の概要です。全ての教科で、

平均正答率が全国を上回りました。 国語では小・中学校共に、全国の正答率

を約２ポイント上回り、小学校算数においては約６ポイント、中学校数学に

おいては約１０ポイント、全国の正答率を上回る結果となりました。 

１０１ページには児童・生徒質問紙、学校質問紙から、主体的に学ぶ姿や

協働的な学びに関すること、本市における重点課題であるいじめに対する意

識、そして、ＩＣＴの活用といった視点で抜粋した項目の経年変化を掲載し

ております。小・中学校どちらにおいても「課題解決に向けて自ら取り組ん

でいる」からは主体的に取り組もうとする姿が見られます。 

また、「話し合い活動により、考えの深まりや広がりがある」からは、特

に新学習指導要領実施に向けて、授業改善を進める小学校の結果から、授業

において自分の考えや立場を示し、他者の考えを聞き、自分の考えと比較し

ながら取り入れようとする子供たちの姿が見られます。 

１０２ページ、１０３ページでは吹田の教育における強みや課題を示した

上で、 「吹田の子供のチカラを伸ばす！」と題し、学力向上に向けて有効と

思われる視点をお示ししております。特に計画的な家庭学習､ 規則正しく生
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活すること､ 読書習慣の３観点と学力 （正答率）との関係について取り出し

て掲載させていただきました。  

次に、１０４ページから１０７ページは各教科の概要です。校種・教科別

に分類・区分別集計結果、正答数分布グラフを示しております。正答数分布

に着目しますと、概ね、どの校種どの教科においても、全国の正答数分布の

折れ線グラフよりも正答数の多い部分、右側で割合が高くなっていることが

分かります。 

次に、１０８ページから１３５ページは、校種別に各教科の問題別分析と

教科に関する児童・生徒質問紙分析を掲載しております。 

まず、調査結果のまとめの構成について､ 小学校国語を例に御説明いたし

ます。 

１０８ページを御覧ください。問題別正答率や無解答率、また、それらの

全国値との比較を掲載しております。正答率、無回答率と全国の差を同ペー

ジ枠内の記号でお示ししております。 

次に、１０９ページを御覧ください。 

全国値を下回った問題や無解答率の高かった問題、また正答率が低かった

問題を取り上げ、どういう点でつまずきが見られるのかを分析しております。 

そして、次の１１０ページでは 「Ｐｉｃｋ ｕｐ」の印がついた設問につ

いて、さらに詳しく解説しております。また、改善に向けた手立て等につい

て、「今後の指導の取組に生かすこと」、「保護者と共に取り組むことがで

きること」として掲載しております。 

続く１１４ページから１１９ページには、教科に関する児童・生徒質問紙

を掲載しております。 

それでは、教科別に、課題について説明させていただきます。 

まずは､ 国語についてです。小・中学校共に、読むこと領域に課題があり

ました。 特に、小学校では、主語と述語､ 修飾語と被修飾語の関係といった

係り受け等、文章の構成について理解すること、文章を要約したり、いくつ

かの情報を関連付けて理解を深めることにおいて、また、中学校においても

文章の構成や展開について理解し、さらに内容について理解を深め自分の考

えをもつことについて課題が見られました。 

１１４ページから１１９ページを御覧ください。 

国語の質問紙では、今年度新たに設定された国語の授業に関する質問、「目

的に応じて、自分の考えを話したり質問したりすること」、「目的に応じて、

表現を工夫して書いたりすること」、「目的に応じて文章を読んで、自分の

考えを広げたり深めたりすること」については、小・中学校共に全国値を上

回っていました。 

ただし、「国語の勉強は好きですか。」、「授業で学習したことは、将来、

社会に出たときに役に立つと思いますか。」については、前回に引き続き全

国値を大きく下回っていました。 

次に、算数・数学についてです。１２０ページから１２５ページを御覧く

ださい。小・中学校共に、引き続き、日常生活や算数・数学の学習における
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事象を、算数・数学用語を用いて説明することに課題がありました。 

続いて、１２６ページから１３０ページを御覧ください。算数・数学の質

問紙では、肯定的な回答をした児童・生徒の割合が、小学校と中学校を比較

すると減少する傾向があり、学年が上がるにつれて数学に対する苦手意識を

持つようになる傾向が見られました。 

国語と同様、「授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つ

と思いますか。」については、前回に引き続き全国値を下回っていました。 

１３１ページから１３２ページを御覧ください。英語についての質問紙と

なっております。今年度から小学校も回答対象となっております。 

「英語の勉強は好きですか。」については、小学校では全国値を下回って

おりました。 

１３３ページから１３５ページを御覧ください。新型コロナウイルスの感

染拡大に関連する質問紙で、今年度新しく加わった質問項目となっておりま

す。設問から、約５割の児童・生徒が勉強について不安を感じていたことが

わかります。また、小･中学校ともに、計画的に学習を続けたか、規則正しい

生活を送っていたかについて、肯定的回答率は全国値を下回っています。 

１３６ページからは、自分自身のことについて、家庭生活・地域社会につ

いて､ 学校生活についてといったカテゴリーで、児童・生徒の回答状況をま

とめております。 

最後の１５７ページには、「総合的人間力」の育成のための主要な視点と

して教育ビジョンの施策として掲げている「豊かな心の育成と人権教育の推

進」、「確かな学力の育成」、「生徒指導の充実」の３観点から今後の方向

性を示しました。 

続いて、結果公表についてですが、 教育だよりに調査結果の概要等を掲載

し、発信を行う予定としております。また、教育センターのホームページに

も掲載します。各学校に対しましても、 本市の分析結果も参考にしたうえで、

自校の分析を進め、取組の成果や課題を明らかにし、教育活動に活かすとと

もに、保護者、地域に対しても説明を行うよう指示しております。 

以上で、令和３年度全国学力・学習状況調査結果の概要についての説明と

させていただきます。御審議いただき、御承認賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

西川俊孝教育長 

谷口学教育長職務代理者  

 

 

 

 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

１４３ページの「朝食を毎日食べていますか。」という質問は毎年設けら

れており、食べている子に関してはやはり正答率が高いという相関が出てく

ると思うのですけれども、このように早寝早起き朝ご飯という、いわゆる規

則正しい生活とちゃんとした食事というのは大切だというのはわかるのです

けども、同じような傾向がある項目がありましたら、説明してください。 

今年度新しく質問項目に入りました１４４ページの上の方、「携帯電話・

スマートフォンやコンピュータの使い方について、家の人と約束したことを

守っていますか。」という設問に対して、きちんと守っていますという回答

は、全国に比べても、小学生も中学生も高い値が出ています。 
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保護者と約束したこと、若しくは自分自身で決めたことをきちんと守って、

生活に取り入れているという傾向が見られると思いましたので、この設問を

上げさせていただいています。 

１３８ページの「将来の夢や目標を持っていますか。」と、１５０ページ

の「学校に行くのは楽しいと思いますか。」という２つの設問なのですけど、

両方とも、小学校、中学校とも、平成３０年、令和元年、令和３年になれば

なるほど、下がってくる。要するに、将来の目標を持っている子が少なくな

ってくるし、あるいは学校に行くのが楽しいと思っている子が少なくなって

くるという傾向があると、全国的にもそれがあるのですけども、そういった

ことに関して、どういうふうに考えているかということと、どういうふうに

対応していったらいいと思っているか、説明してください。 

まず、吹田の子供、吹田の教育の課題にも挙げさせていただいております、

将来の夢や目標を持っているかというところですが、やはり、引き続き低か

ったという結果になっています。 

私たちもとても気になりまして、いろいろ分析していく中で、学校現場等

の声も聞きながら、将来の夢や目標を持っているかというところで、この目

標を持てないという子供の中には、目標が高い、ハードルが高いというお子

さんもいると思います。あとはやはり、目標を持ったり、明日こんなことを

しようと思ったりするエネルギーを持てない、土壌が揺らいでしまっている

子供たちも確かにいるということを分析しております。やはりそういう子供

たちには、意欲の貧困が見られるので、繋がりでありますとか自信でありま

すとか、そういうものを学校生活の中でしっかり醸成していってあげないと

いけないということで、今取り組んでいる学校風土の醸成とか学級風土の醸

成というところを、ますます推進していけたら良いと考えております。 

もう一つの、「学校に行くのは楽しいと思いますか。」という問いに対し

ても、パーセンテージ的には８割を超えているのですが、あと２割の子供は

どうなっているのだろうということで、とても気になったのでここを数年間

の数値を追っていってみました。そうしましたら、特に小学生が４％マイナ

スになっているというのが、今回初めてでして、これは何が課題かというと

ころで、今のところ考えていることは、学校というのは子供たちにとっては

とても大事な居場所になっていまして、その大事な居場所が、コロナ禍にお

いて変化が起こったのではないかと。 

居場所には、知識を授かったり、皆と一緒に体験をしたり、人と関わった

りする時間がたくさんある。そんな中で子供たちは、人との繋がりができて

自分の価値がわかり、自信を持っていろいろなことに取り組むことができる

ようになる。そして、学校って楽しいなと思える土壌が生まれてくるのだと

思っています。しかし、昨年度は、子供たちになりにビフォーコロナの時と

比べて、ちょっと違うなということを感じて、生活していた１年間だったの

ではないかと思います。 

それと、１０１ページの学校質問紙で、小学校になるのですが、児童・生

徒が課題解決に向けて取り組むことができているという項目がマイナスにな
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谷口学教育長職務代理者  

 

 

西川俊孝教育長 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田知弘委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草場敦子教育センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っております。 

それから、「学校全体として国語科以外でも言語活動に取り組んでいる」

という質問に対する肯定的回答率も前年度と比べて減少しており、取り組み

たくても取り組めなかった学校の実情がここから透けて見えてきます。そう

いう意味でいくと、年齢が低い子供には、特に居場所である学校が変わって

しまったことが、「学校に行くのが楽しいと思いますか」という設問に対す

る肯定的回答率の低下に繋がったのかということについては、現在、分析し

ている状態です。 

将来、コロナ禍が終われば、そういったことが解消されていくのか、学校

が好きになれないという子供たちはそのままひょっとしたら残ってしまうの

かというのは、どのように思われていますか。 

今後の対応も含めて、もしあったら。 

もしかしたら、このままコロナの状況によっては、以前のような学校活動

がそのまま１００％、フルで出来ないかもしれませんが、子供の大事な居場

所として、関わる時間とか体験とか、出来るところからしっかりやっていか

ないといけないと考えています。それでこその学校なのかなというのは感じ

ています。 

では子供たちの傷つき体験は戻らないのかというと、必ずそれはリペアし

ていくと私たちは思っていて、そのために先生方とも教職員研修の中でいろ

いろ一緒に考えたりして、教育活動に反映させていくことができたらよいと

思っております。 

吹田市全体としては、大阪府や全国より高かったということなのですけど

も、例えば、国語では、小学校は１０４ページで、中学校は１０６ページで

すけれど、読むことというのが、全国平均は上回っていますが、吹田市も高

いとは言えないという状況だと思います。 

１４７ページを見ると、読書の量がちょっとずつ減っている児童・生徒さ

んが多いのかと思うのですが、一方で、ここ数年ぐらい、かなりスマートフ

ォンが低年齢にも浸透していって、結果的にそれが読書をする機会を奪って

いるのかと思ったりもするのですけども、それが結局は、読むことの点数の

低下にも繋がっているのかと思ったりするのですが、そのあたり、関係性と

いうか、どう感じているかを、現場の側から説明してください。 

スマホや携帯電話を持つようになってというところでいきますと、確か所

持率的に言うと持っている割合が他よりも多かったかと思いますので、読む

こと領域に、今の段階で大きく影響しているのかというのは私たちの分析で

は、はっきり読み取れないという段階です。 

ただ、読むこと領域に関しましては、今年だけではなくて、ずっと課題を

抱えていまして、正答率を見ると、全国を上回っている結果ですが、数値と

してはかなり厳しい状況であると認識しています。 

一体どこに課題があるのかというところで、詳しくデータ分析していった

のですが、やはり読めていないのかもしれません。きちんと読んでいれば正

解できる問題も実はたくさんありまして、順番に論理的に読んでいくと、そ
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西川俊孝教育長 

草場敦子教育センター所長 

和田光代委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒木大輔学校教育室参事・指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安達友基子委員 

 

こに答えが書いてあったりして、読み解ける問題にはなっています。という

ことは、教科書をきちんと読むということから始めないといけないのかもし

れません。もしかしたら読みきれていないから、教師が言っている言葉が理

解できないのかもしれませんし、読書も進んでやろうという気持ちに、もし

かしたらなれないのかもしれないという分析をしています。 

新井紀子先生の本には「中学生の５割が教科書を読めない」というデータ

もあったので、その本に寄せて分析してみたのですが、新井紀子先生が掲げ

ている問題に、ちょうど全国学力・学習状況調査が合致していまして、そこ

から見ると、きちんと課題を把握して、学習指導要領に則って、それぞれの

学年でやらなければいけないことを系統的に指導するということを、教職員

としてやっていかないといけないと感じております。 

新井紀子さんいうのは、「東ロボくん」の開発に携わった方ですね。 

はい。 

１３１ページの英語の質問紙なのですけれども、吹田市の英語教育は独自

の取組もあり、力を入れていますが、この小学生の「英語の勉強は好きです

か。」というところで、全国比のマイナス５．３ポイントになっていて、低

く出ています。 

英語に独自に取り組んで、力を入れていることに対して、この結果をどの

ように考えているかということと、「５年生までに受けた授業では、英語で

話したり書いたりして、自分自身の考えや気持ちを伝えあうことができてい

ましたか。」という項目で、７３．６％ができていると。英語で伝えること

とか話したりすることは、すごく楽しいと思うのです。ところが、６年生で

英語が好きですという割合が低くなっていて、５年生から６年生になるまで

に、英語が難しくなったりしたのかとも考えたりするのですけれども、この

あたりはどのように考えていますか。 

おっしゃるとおり、吹田市では全ての小学校を教育課程特例校に指定して、

１年生から英語学習に取り組んでいます。 

その中で、１年生から４年生は教科ではなくて外国語活動として、ＡＥＴ

や先生や友達と英語でコミュニケーションをしながら、楽しく活動すること

を中心に学習をしております。 

一方、５・６年生では、教科化し、外国語という教科になりまして、書い

たりする活動などが増えてきます。また、授業時間数も増えます。 

こういった内容と量のギャップが、そのような結果を生んでいるのではな

いかと、さらに、コロナ禍で、コミュニケーション活動を主体とした楽しい

活動というのが、なかなか行えていないということも要因の一つであると考

えています。 

今後も、１年生から４年生までの外国語活動から、５・６年生の教科とし

ての外国語へのスムーズな移行について、研究を進めていけたらと思ってお

ります。 

学習面を離れるのですけれども、１５１ページの「いじめは、どんな理由

があってもいけないことだと思いますか。」という問いなのですけれども、
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これに対して、小学生も中学生も、全国比をわずかなのですけれど下回って

います。特に、この問いに対して、あてはまると端的に答えた子供の割合で

見ると、小学生は令和元年から１．４ポイントほど下がっていますし、中学

生は若干増えてはいるものの、全体でみると８割に満たないという状況です。 

今、吹田では、先ほども報告いただいた点検・評価報告書の重点課題の１

番目に挙げているぐらい、このいじめの問題に取り組んでいる中で、まだ、

こういう数字ということで、個人的にはちょっと危機感を抱いたのですが、

この点をどのように受け止めていて、この後どういう取り組みをしていこう

と思っているのか説明してください。 

令和２年度から公益社団法人子供の発達科学研究所と連携して、いじめの

ない学校づくりを目的とした、いじめ予防授業を市内全小・中学校で、３時

間の授業を行っております。 

令和３年度も引き続き、学年に応じて、３時間の授業を行っておりますが、

その中で児童・生徒によっては、今年度授業を行うことで、昨年度の授業を

思い出したという子もかなり多かったようです。 

また、学校からの報告におきましては、一昨年度、昨年度よりもいじめの

認知件数が非常に増加しており、積極的な認知が進んでおります。 

いじめの認識が、児童・生徒、教職員でさらに定着していくことで、変化

が生まれると考えております。 

引き続き取り組んでいただくことだと思うのです。 

先ほど点検・評価報告書の説明の時に、令和２年度はこの調査がなかった

ので指標が入っていないということでしたけれども、今回出たということで

比較対照出来るものが出ているので、是非参考にもしていただいて、取組を

進めていただいたらと思いました。 

１３９ページの下段のところで、「難しいことでも、失敗を恐れないで挑

戦していますか。」という項目がありました。この中で、小学生についても、

中学生についても、吹田市の前回比、前々回比で、マイナス９．８ポイント、

マイナス７．９ポイントというところで、非常に下がっているのが気になり

ました。この学力テストを総じて、全国値に対して吹田市は数字は良いので

すけれども、ちょっとうがった見方かもしれませんけど、マークシートなど

で回答できるようなものについては、できるのかもしれませんけど、答えが

一つに決まらないようなものについては苦手なのかなと。 

先ほど国語のところでも説明していただきましたけども、読書の力のこと

でありますとか、それから、項目の中でも、国語の授業で学習したことが将

来社会に出たときに、使えるのかというようなところで、あまりそれも良い

数字ではなかったのです。 

そうすると、やはり読書のこともあいまって、その学んでいる内容の意味

を理解していないということも可能性として見えてくるのかと。 

それで、戻りますけれども、今回のその「難しいことでも、失敗を恐れな

いで挑戦していますか。」という項目が、その聞き方で、「失敗しても再び

何らかのかたちでもう１回トライしていますか。」とか、そういう質問であ
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飴野仁子委員 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

全委員 

西川俊孝教育長 

 

ったらまた数字が違うのかもしれないのですけれども、ここでの質問では、

やはりだんだん下がっていて、これはどういうことなのかといろいろ思いま

した。 

学力テストでストレートに現れることと、質問の中からいろいろ類推する

こととがあるかと思いますので、数字の裏側をどう見るかということと、そ

れと合わせて、先ほどもありましたけど、点検・評価のところで、重点項目

の３で教職員をどういうふうに育成していくかということなども踏まえて、

子供の学習のところで、苦手なことを、マークシートだけでは測れないこと

にも挑戦していくよう教育を通じてうまく反映出来ないのかと、この質問の

ところで感じている次第です。いかがでしょうか。どのように読み取ったら

いいのでしょうか。 

おそらく、多様性とかそういったところで、いろいろな工夫をされている

かと思うのですけど、子供たちの方が、いい言葉ではないかもしれませんけ

ど、いい子ちゃんでいる、そちらの方がなにか評価されている空気なのか、

道から外れたらいけないみたいなことになっているのかとか、なにかそのよ

うなことも、うがった見方かもしれませんけど受けとれました。 

もう少し詳しく読み方を説明していただければと思います。 

ここについては、センターとしましても気になるところで分析をしていま

す。挑戦できるということは、子供の中に土台が備わっているということで

す。では、しっかりとした土台を作るには授業の中でどうすればいいのか。

一人ひとりが一つひとつの物事について納得して歩みを進めることが大事だ

と考えます。授業の中で、正解を一生懸命求めようとする子供の姿は、今ま

での教育ではよく見る姿です。 

新しい教育としまして、一人ひとりが納得解を持つことができる授業をし

ていくことが求められています。一人ひとりが納得解を持ち、クローズドで

終わる授業を、教員は目指していかなければなりません。教職員研修の中で

も、新しい授業の形というところで、しっかりやっていかないといけないと

思っています。一人ひとりが自分で導き出した納得解について、「これでい

いんだよ。」と子供たちに伝えることができる教員であってほしいと思って

います。 

もう一つ申し上げると、多様性を認めることと言うか、ちょっとどういう

言葉で言ったらいいのか。子供たちの中で、これでなければいけない、これ

から外れているものはいけないという気持ちから、いじめになることもある

ので、そのような気持ちを生み出さない、生み出しにくいところにつなげて

いけたらと、そんなことを思っているところです。 

他に御意見はございませんか。 

それでは、この件を承認することに御異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認め、議案第５１号「令和３年度全国学力・学習状況調査 調

査結果の概要について」を承認します。 

西川俊孝教育長 次に、日程第７ 教育長報告を議題とします。 
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佐藤忍学校教育室参事・指導主事 

 

初めに、「いじめに関する状況報告について（令和３年度１学期末）」で

す。 

事務局の説明を求めます。 

日程第７ 教育長報告「いじめに関する状況報告について（令和３年度１

学期末）」御報告申し上げます。 

議案書１５９ページ以降の教育長報告事項を御覧ください。 

吹田市における令和３年度１学期末のいじめに関する状況について、御報

告させていただきます。 

まず、１６１ページをお願いいたします。 

「１ 全国、大阪府のいじめの認知件数の推移」を御覧ください。 

なお、全国、大阪府の状況につきましては、まだ公表されておりませんの

で、５月にお渡しした表と概ね変更はございません。発表されましたら、再

度御報告させていただきます。 

１点、令和２年度の吹田市の解消率のみ最新のデータに更新しております。 

小学校のいじめの解消率が６８．２％であったものが９８．３％に、中学

校のいじめの解消率が７３．８％であったものが１００％になっております。 

続きまして、同じページの下段、「２ 吹田市のいじめの件数及び解消率 

学期別の推移について」でございます。 

認知件数は、本市において、令和２年度１学期末と比べますと、小学校で

１１３件増加し３３３件、中学校では５６件増加し９９件となっております。 

ただし、令和２年度１学期は臨時休業があり、認知する期間が６・７月の

２か月間だけでしたので、認知件数は少なくなっております。 

そのような状況もございますので、通常どおり実施した令和元年度１学期

末と比較してみました。 

小学校では１２３件から２１０件増加して、本年度は３３３件、中学校で

は７８件から２１件増加して９９件という状況になっております。 

本市は、いじめの認知につきまして、いじめの定義に基づいた認知を継続

的に進めており、校長指導連絡会をはじめ、教頭指導連絡会、生徒指導主事

会等で、法の定義に基づき積極的に認知し、組織的に対応することを指導す

るとともに、いじめ対応支援員やスクールソーシャルワーカーが各校のコア

会議等に参加し、積極的認知を進め、早期対応につなげる取組を継続的に進

めておりました。 

また、教職員は各校で先ほど申し上げましたいじめ予防授業の研修を行い、

児童生徒に対してはいじめ予防授業を実施しております。 

以上の点から、教職員一人一人のいじめの認知への理解が進み、令和３年

度１学期は、過去２年に比べ認知が増加したと考えられます。 

これは、教職員のいじめ認知に対する意識が、吹田市全体として高まって

いる結果、軽微な状況でも定義に沿っていじめを認知している成果であると

認識しております。 

続きまして、１６２ページを御覧ください。「３ いじめの態様について」

でございます。 
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いじめの様態につきましては、１６３ページ中段に経年変化のグラフをお

示ししておりますので併せて御覧ください。 

ここで変化が目立つところが２点ございます。 

１点目は、小学校・中学校ともに、「嫌なことや恥ずかしいこと、危険な

ことをされたり、させられたりする。」の項目です。 

具体的には、児童生徒のふざけ合いや遊びの中からエスカレートした行為

が多く挙げられております。 

ふざけ合いや遊びの延長として見られていた行為を、教職員がいじめと認

知し、適切に対応している姿勢が認識できます。 

２点目は、小学校において、「金品を隠されたり、盗まれたり、壊された

り、捨てられたりする。」の項目です。 

この項目が今年度増加した要因については、今後研究が必要と考えます。 

最後に下段、「４ 教育センターにおけるいじめ相談回数」を御覧くださ

い。 

保護者からの来所相談、電話相談、出張教育相談が昨年度より増えており

ます。いじめの相談ができる場所の周知が進んできていることが考えられま

す。 

いじめの対応に関しましては、教職員をはじめ、スターター、教育相談員

やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、いじめ対応支援員

などが多くの目で兆候をつかみ、普段の会話やコア会議などで報告や助言を

行っております。 

引き続き、各校のいじめの早期発見、早期対応、早期解決を支援してまい

ります。 

西川俊孝教育長 

飴野仁子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

１６２ページのところで、小学校と中学校でいじめを比較して並べられて

いる表で、中学校のところで、下から３段目の「嫌なことや恥ずかしいこと、

危険なことをされたり、させられたりする。」とか「パソコンや携帯電話で、

誹謗中傷やいやなことをされる。」、このところを非常に重く受けとめてい

て、数字だけではなくて中身とか、特に、嫌なことをさせられる、恥ずかし

いこと、危険なことをされる、させられることは、小学校と中学校が重なる

ところもあるのでしょうけども、案件が挙がりにくいようなこととかもある

かもしれないと非常に気になっています。 

それから、つい近々、貸与されたタブレット端末をつかったいじめで自殺

をしてしまったことがあります。携帯電話だけではなくて。 

だから、今までの問題の把握よりも、もしかしたら案件によっては、網を

さらに深くうまく張らないといけないようなこともあるのかもしれないと思

います。 

特に、中学生は大分大人にもなってきていますし、いろいろなことを気が

かりに私は思っています。そのあたりのところを、調査や相談の窓口を開け

ていることとかもそうですけども、どのようなことに対応されているのか説

明してください。 
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佐藤忍学校教育室参事・指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

大江慶博教育監 

 

 

 

 

 

 

 

飴野仁子委員 

 

 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

学校におきましては、大阪府教育庁からも携帯・スマホの指導に伴う通達

がございますので、そういったものを活用して対応できるように通知してお

ります。 

実態を掴むということに関しましては、先ほど申し上げたスクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカー、各校のコア会議に参加しているいじ

め対応支援員もアンテナを張って、会議で情報を得て、こちらに報告をして

もらうということも行っておりますので、そういったところで兆候を掴んで

いくということを行っております。 

特に端末に関わってのことを補足してください。 

先ほど御質問の中にありましたのは、町田市の例を挙げておられるのかと

思うのですが、あの事件があった後に直ちに吹田市のシステムを確認させて

いただきました。 

いわゆるチャット機能というのは使用できない仕様になっており、基本的

にはパスワードは個人が設定し、そういったような事象が起こらないという

システムにはなっています。引き続きメンテナンスを重ねて、子供たちの技

術に負けないような対応が必要とは考えており、これからも注視する必要が

あるとは認識しております。 

前段お答えいただいた内容だけでは納得全然できなかったのですけども、

万全ということはないので、やはりこちらの感度を上げていく。いつもそう

いう状態でいないと、先ほども、学識経験の方の御意見がありますけれども、

こちらがそういうふうにしているつもりでも、市民の方に伝わっていないと

かということも含めまして、今後も、いじめに限らずですけれども、またこ

れから一緒に対応していければ、いろいろなことを反映していければと強く

思っています。 

他にございませんか。 

西川俊孝教育長 

 

 

国本光弘放課後子ども育成室参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

御意見がないようですので、次に、「令和３年度補正予算案について（放

課後子ども育成室所管分）」です。 

事務局の説明を求めます。 

「令和３年度補正予算案について（放課後子ども育成室所管分）」御報告

申し上げます。 

恐れ入りますが、議案書の１６５ページを御覧ください。 

（款）民生費、（項）児童福祉費、（目）留守家庭児童育成費、（節）需

用費及び備品購入費の、１，１９８万１，０００円の増額でございまして、

内容といたしましては、１６７ページに内訳としてお示ししており、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、留守家庭児童育成室でおやつを食べる

時などに使う座卓を増やします。 

また、網戸の修繕、老朽化したエアコンの更新をするための補正予算を計

上するものです。 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

御意見がないようですので、教育長報告を終わります。 

西川俊孝教育長 次に、追加日程第１ 教育長報告を議題とします。 
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木谷美香学校教育部次長学校教育室長兼務 

 

内容は、「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」です。 

まずは、学校教育部から説明してください。 

追加日程第１ 教育長報告「新型コロナウイルス感染症に係る対応につい

て」御報告申し上げます。 

恐れ入りますが、追加議案書３ページを御覧ください。 

先月の教育委員会会議以降の、小・中学校における感染状況及び夏季休業

期間の延長、その後の段階的な２学期の開始について、御説明申し上げます。 

追加議案書３ページの１の（１）には、小・中学校における夏季休業期間

中の感染者数をお示ししております。夏季休業期間中、児童・生徒・教職員

合わせて２２２名の新規感染者が確認されております。 

先月の教育委員会会議（８月１９日）の時点では、１０７名と把握してお

りましたので、夏季休業期間の後半に新規感染者数がさらに１００名以上確

認されたことになります。昨年の５月に本市で初めて児童・生徒の感染が確

認されて以降、今年の夏休みに入るまでに確認された新規感染者数が１１２

名でございましたので、夏季休業期間、特に２学期開始時期にかけての児童・

生徒の感染の急拡大は、これまでに例のない状況でございました。 

このような状況を踏まえまして、市の新型コロナウイルス感染症等対策本

部会議におきましても、２学期を予定通り８月２５日に開始することについ

て、慎重に判断するべきであると決定され、夏季休業期間を１週間延長し、

子供たちが安全に登校できるよう、さらなる感染拡大防止対策の体制強化を

図り、受け入れ準備を整えたところでございます。 

下段の２の（１）には、夏季休業期間の延長も含め、２学期開始にあたり、

段階的に登校形態を設定した、一斉登校までのプランとそれぞれの期間の目

的をお示ししております。 

最終的にこの期間となりましたが、その時々の、小・中学校における感染

状況及び登校状況、また感染への不安から登校を控える児童・生徒数の推移

等についても毎日学校から詳細の報告を受け、状況を把握しながら次の段階

へと進めて参りました。 

次の４ページを御覧ください。学校では、（２）にございますように、不

織布マスク着用の促進や、教室内の換気のさらなる徹底、教職員へのワクチ

ン接種の促進、そして、感染者が確認された場合、その学級や分散登校のた

めに分けたグループを、保健所の疫学調査の結果を待たず、一旦臨時休業及

び出席停止とすること等、感染拡大防止体制を強化いたしました。 

教育活動の内容につきましては、（３）以下にございますように、感染リ

スクの高い活動は行わず、行事の延期や課外クラブ・部活動も制限し、まず

は、授業優先の対応を行ってまいりました。 

登校が始まって以降の新型コロナウイルスの学校への影響ですが、議案書

の３ページに戻っていただき、１の（２）にございますように、学級及びグ

ループの休業が複数件生起いたしました。いずれも、感染者の発生に伴い、

一旦閉鎖いたしましたが、その後の保健所の疫学調査の結果として、校内へ

の影響が確認されたケースは無く、ほとんどのケースが１日の臨時休業や出
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席停止のみで翌日からは登校できております。現時点では、学校の感染拡大

防止対策は徹底されているものと認識しておりますが、引き続き、緊張感を

もって、学校が安全な学びの場となりますよう、対策を継続してまいります。 

なお、今回の分散登校期間、また、選択登校期間の設定に欠かせない対策

として、もう１点、オンラインを活用した学習がございます。 

分散登校期間中には、まずオンラインホームルームを主としまして、教職

員と子供、また子供同士のつながりの維持に努めてまいりました。さらに、

選択登校期間には、感染の影響で登校できない、または感染への不安から登

校を控える児童・生徒へ、個別最適な形の学習支援の一つとして、オンライ

ンによる授業の配信にも取り組みました。各学校での取組も進み、今後、学

級全体が臨時休業となった場合には、双方向でのオンラインを活用した授業

が実施できるよう、さらに研究を進めて参ります。 

西川俊孝教育長 

道場久明地域教育部次長 
放課後子ども育成室長兼務 

 

次に、地域教育部から説明してください。 

地域教育部からは、まず、所管施設等の開館状況といたしまして、恐れ入

りますが、追加議案書の５ページを御覧いただきますようお願いいたします。 

本日は、前回８月１９日の定例教育委員会会議にて御報告させていただき

ました後、変更しました部分がございますので、この点について御報告させ

ていただきます。 

資料の右端の列には、参考としまして９月１２日（日）までの対応状況、

その左、資料の中ほどの列には、緊急事態措置期間が延長されましたので、

９月１３日（月）からの状況としまして、施設ごとに対応内容をお示しして

おります。 

変更点としましては、ナンバー７の自然体験交流センターのみになります。 

この自然体験交流センターにつきましては、引き続き緊急事態措置期間中

の新規予約の受付は中止しているところではございますが、下線部分にお示

ししておりますとおり、９月１３日以降、日帰り利用のみ利用可能と変更さ

せていただきまして、宿泊利用については、既に予約されている場合であっ

ても、現在、利用をお断りさせていただいております。 

これにつきましては、大阪府内におけます同様の施設におきましてクラス

ター事案が発生しましたこと、また、本市においても、施設の特性上、特に

宿泊利用の場合につきましては、感染対策の徹底が困難な状況にあることを

考慮しまして、このような措置とさせていただいたものでございます。 

地域教育部所管施設等の開館状況につきましては以上でございますが、引

き続きまして、留守家庭児童育成室の対応状況等について、別途、担当より

御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

国本光弘放課後子ども育成室参事 留守家庭児童育成室の感染状況及び新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて御説明申し上げます。 

追加議案書の６ページを御覧ください。 

まず、１の（１）留守家庭児童育成室の感染者数でございますが、学校の

夏季休業期間中の感染者数をお示ししております。 

児童３５名、指導員・補助員５名、合わせて４０名の新規感染者が確認さ
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れました。 

（２）には、令和３年４月１日から９月１７日までで、育成室全体または

クラスのみ臨時休室した数をそれぞれお示ししております。 

次に、「２ クラスターの発生状況」でございますが、８月には特に感染

が急拡大したことがあり、以下２件のクラスターが発生しました。 

このような状況を踏まえ、「３ クラスター防止に向けての感染症対策の

強化について」にございますとおり、主なものとして、（１）３０分に一回

以上の換気、（２）不織布マスク着用の励行、（３）密とならないような保

育の工夫、（７）指導員の体温が３７度以上ある場合の出勤自粛、（９）ワ

クチン２回目未接種の指導員等に対してのＰＣＲ検査の実施、（１０）感染

者が確認された場合、保健所の疫学調査の結果を待たず、一旦３日程度を臨

時休室するなど、より感染症対策を強化し、留守家庭児童育成室において感

染が拡大するような事案を生起させないよう努めてまいります。 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

それでは、この件について、質問・御意見はございませんか。 

御意見がないようですので、教育長報告を終わります。 

西川俊孝教育長 次の議案第５２号、報告第２６号及び議案第５３号につきましては、既に

秘密会と決しておりますので、恐れ入りますが、傍聴の方は、退室をお願い

します。 

－ 傍聴者退室 － 

－ 秘密会 － 

西川俊孝教育長 

西川俊孝教育長 

ここで、秘密会を解きます。 

それでは、これをもちまして本日の議事日程を終了いたしましたので、９

月定例教育委員会会議を閉会いたします。 

  

       閉 会 午後４時５３分 


